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北九州市告示第４６５号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和６年４月１日

から令和７年３月３１日までの間の水環境館の利用料金の額を承認したので、

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（昭

和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の規定により、次のとおり告示す

る。 

  令和６年１２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

区分 

金額 

一般 
小・中学校の 

児童及び生徒 

入館料 １人１回 ０円 ０円 
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北九州市告示第４６６号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の４の規定により、水環境館の指

定管理者を次のとおり告示する。 

  令和６年１２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定管理者に指定したもの 
指定する期間 

名   称 住   所 

玄海グリーン＆アドベ 

ンチャー共同企業体 

北九州市小倉北区堺町 

一丁目６番１５号 

令和７年４月１日から 

令和１２年３月３１日 

まで 
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北九州市告示第４６７号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の４の規定により、到津の森公園

、北九州市立山田緑地、北九州市ほたる館、志井ファミリープール、北九州市

立響灘緑地及びひびき動物ワールドの指定管理者を次のとおり告示する。 

令和６年１２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定管理者に管

理を行わせる施

設 

指定管理者に指定したもの 
指定する期間 

名   称 住   所 

到津の森公園 

 

公 益 財 団 法 人 北

九 州 市 ど う ぶ つ

公園協会 

北 九 州 市 小 倉 北

区 上 到 津 四 丁 目

１番８号 

令和７年４月

１日から令和

１０年３月３

１日まで 

北九州市立山田

緑地 

九 州 造 園 ・ グ リ

ー ン ワ ー ク ・ し

ら す や ま と 共 同

事業体 

北 九 州 市 小 倉 北

区 大 畠 二 丁 目 １

０番１号 

令和７年４月

１日から令和

１２年３月３

１日まで 

北九州市ほたる

館 

志井ファミリー

プール 

Ａ Ｃ Ｅ ス ギ ナ プ

ラス共同事業体 

北 九 州 市 八 幡 東

区 昭 和 一 丁 目 １

番５号 

令和７年４月

１日から令和

１０年３月３

１日まで 

北九州市立響灘

緑地 

グ リ ー ン パ ー ク

活 性 化 共 同 事 業

体 

北 九 州 市 小 倉 北

区 砂 津 二 丁 目 １

１番２３号 

令和７年４月

１日から令和

１２年３月３

１日まで 

ひびき動物ワー

ルド 
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北九州市告示第４６８号 

 北九州市平尾台自然の郷条例施行規則（平成１５年北九州市規則第４８号）

第１３条規定により、北九州市平尾台自然の郷の指定管理者を次のとおり告示

する。 

令和６年１２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定管理者に指定したもの 

指定する期間 
名   称 住   所 

ハートランド平尾台株

式会社 

北九州市小倉南区平

尾台一丁目１番１号 

令和７年４月１日から令

和１２年３月３１日まで 
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北九州市公告第８７０号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年１２月１７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量  

北九州市新門司工場他１工場電力供給 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期限 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市門司区新門司三丁目７９番地 

          北九州市新門司工場 

          北九州市八幡西区夕原町２番１号 

          北九州市皇后崎工場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、入札価格の算定については、燃料費調整額及び再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金は考慮しないこととする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３）  電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

、小売電気事業者の登録を受けている者であること。 
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 （４）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話０９３－

５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７年１

月９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日並びに令和６年１２月３０日から令和７年１月

３日までの日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に競争入札参加資格

審査申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１）  契約条項を示す場所及び日時 

    ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市環境局循環社会推進部施設課 

    イ 日時 この公告の日から令和７年１月３１日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

 （２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所においてこの公告

の日から無償で交付する。 

なお、電子メールでの交付を希望する場合は、北九州市環境局循環社会

推進部施設課に連絡すること。 

 （３）  入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 質問は、令和７年１月２４日午後４時までに、電子メール又はファ

ックスの方法で行うこと。 

なお、それら以外の方法によるものは受け付けない。また、いずれの方

法による場合も、電話で到達の確認を行うこと。 

（５）  競争参加の申出書の提出 

    ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

、令和７年１月９日午後５時までに競争参加の申出書を北九州市環境局

循環社会推進部施設課に提出しなければならない。 

    イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、令和７年１月９

日午後５時までに必着のこと。 

 （６）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和７年１月３１日午後５時までに必着のこと。 

 （７）  入札及び開札の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号   
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              北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

    イ 日時 令和７年２月３日午前１０時 

５ その他 

 （１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

    イ 通貨 日本国通貨 

 （２）  入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

    イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３）  入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５）  契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

 （８）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

      北九州市環境局循環社会推進部施設課 

      〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話 ０９３－５８２－２１８４ 

   ＦＡＸ ０９３－５８２－２１９６ 

   電子メール kan-shisetsu@city.kitakyushu.lg.jp 

8

mailto:kan-shisetsu@city.kitakyushu.lg.jp


 

６ Summary  

（１）   The contract item up for tender ： 

Power supply to Shinmoji Incineration Facility of Kitakyushu City and  

   other 1 Incineration Facility     

  （２）   Deadline of Tender (by hand)  

10:00a.m., Feb 3, 2025  

  （３）   Deadline of Tender (by mail)  

5:00p.m., Jan 31, 2025  

（４）   For further information, Please contact :  

Facilities Management Division, Resource Circulation Department  

Environment Bureau, City of Kitakyushu, 1-1 Jonai,Kokurakita-ku  

Kitakyushu-city 803-8501 Japan TEL 093-582-2184   
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北九州市公告第８７１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年１２月１７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（１２月分） ３０キロリットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年１１月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  シューワ株式会社 

  堺市中区陶器北２４４番地５ 

５ 落札金額 

  １キロリットル当たりの金額８万６，９００円に当該金額の１００分の１ 

０に相当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和６年１０月１８日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８７２号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年１２月１７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油（軽油引取税免税・１２月分） ３１，２００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年１１月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日吉化学工業株式会社 

  北九州市若松区藤ノ木三丁目２番３９号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額１６１．８円に当該金額の１００分の１０に相当 

する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和６年１０月１８日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年１２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区木屋瀬東三丁目４

７９番１、４８０番、４８１番、５

５４番、５５５番及び５５５番２ 

北九州市八幡東区桃園一丁目７番

２号 

東田倫広 

北九州市小倉南区湯川新町一丁目３

０８番１、３０８番１９から３０８

番３３まで、３１０番１の一部及び

３１４番４ 

北九州市小倉北区明和町９番１号

株式会社海王 

代表取締役 竹下晃平 
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北九州市公告第８７４号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年１２月１７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

アクロスプラザ上曽根 

  北九州市小倉南区上曽根新町３１６番２ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  みずほ丸紅リース株式会社 

  東京都千代田区四番町６番地 

代表取締役 矢部延弘 

３ 変更した事項 

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名 

（１）変更前 株式会社コスモス薬品 

         福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４

階 

   代表取締役 横山英昭 

（２）変更後 株式会社コスモス薬品 

         福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

   代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和５年１月３１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年１２月９日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 
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  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年４月１７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分

から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和７年４月１７日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市教育委員会告示第１号 

 北九州市立青少年の家管理規則（昭和４７年北九州市教育委員会規則第１１

号）第１０条の規定により、北九州市立玄海青年の家の指定管理者を次のとお

り告示する。 

  令和６年１２月１７日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 田 島 裕 美   

指定管理者に指定したもの 
指定する期間 

名   称 住   所 

玄海グリーン＆アドベ

ンチャー共同企業体 

北九州市小倉北区堺町

一丁目６番１５号 

令和７年４月１日から

令和１２年３月３１日

まで 
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